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�「区別とは　差別とちがう　男女参画」八潮市男女共同参画標語最優秀賞　八潮中学校3年・油科　美佳さん��「いい国へ　人に役立つ　みんなの税」八潮中学校1年・田村 美春さん、「納めよう　明るい未来　その為に」大原中学校3年・荻原 涼子さん（平成18年度税�
　に関する標語・越谷税務署長賞）�
　1月は、市県民税第4期、国民健康保険税・介護保険料第8期の納期です。納付には、安全・確実・便利な口座振替を。�

　
高
齢
者
在
宅
福
祉
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス�

〜
「
生
涯
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
の
あ
る
暮
ら
し
」
を
目
指
し
て
〜�

休日・夜間の初期（一次救急）診療�

■八潮市立休日診療所（小児科・内科）�
�９９５─３３８３�
�日曜・祝日、午前１０時～正午・午後�
　２時～４時�
場八潮市立保健センター内�

■草加市夜間急患診療所（小児科・内科）�
�９２２─１１５６�
�毎日、午後７時３０分～１０時３０分�
場草加市保健センター内�

■草加市休日急患歯科診療所（歯科応急治療）�
�９２２─１１５６�
�日曜・祝日、午前９時～正午�
場草加市保健センター内�

�
●埼玉県救急医療情報センター�

�０４８─８２４─４１９９�
　緊急に医療機関の受診が必要な時に、�
診療できる病院を２４時間体制でご案内し�
ます。�

�
●つくば中毒110番�
　　�０２９─８５２─９９９９�
　　�毎日、午前９時～午後９時�

　毒物（薬、化学薬品など）を飲んでしまった�
時の応急手当の仕方をお知らせします。�
※通話料金は、相談者の負担となります。� ■問市民税課�○内206

　
市
で
は
、
在
宅
福
祉
の
充
実
を
図
り
、

高
齢
者
が
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る

よ
う
に
、
次
の
高
齢
者
在
宅
福
祉
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。�

�

在
宅
福
祉
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス�

■
配
食
サ
ー
ビ
ス
■
訪
問
理
美
容
サ
ー

ビ
ス
■
生
き
が
い
活
動
通
所
支
援
サ
ー

ビ
ス
■
緊
急
時
通
報
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ

ス
■
日
常
生
活
用
具
の
給
付
等
サ
ー
ビ

ス
■
寝
具
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
■

高
齢
者
居
室
等
整
備
資
金
融
資
制
度
■

紙
お
む
つ
給
付
サ
ー
ビ
ス
■
高
齢
者
世

帯
等
住
み
替
え
住
宅
家
賃
助
成
制
度�

�

　
今
回
は
、
次
の
２
事
業
を
紹
介
し
ま
す
。�

１
　
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス�

　
利
用
さ
れ
る
方
の
居
宅
近
く
の
理
容
店
・

美
容
店
か
ら
理
容
師
ま
た
は
美
容
師
が
訪

問
し
、
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。�

■対
市
内
に
住
所
を
有
す
る
６５
歳
以
上
で
、要

介
護
４
、５
と
認
定
さ
れ
て
い
る
方
ま
た
は
、

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
で
こ
れ

に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
状
態
に
あ
る
方�

■内
理
容
＝
調
髪
＋
顔
剃
り
、
美
容
＝
カ
ッ

ト
＋
眉
カ
ッ
ト
・
化
粧�

利
用
回
数
　
年
４
回
（
福
祉
理
美
容
券
を

４
枚
交
付
し
ま
す
）
※
既
利
用
者
の
方
は
、

毎
年
度
ご
と
４
月
に
申
請
が
必
要
で
す
。�

■費
無
料�

利
用
時
期
　
理
容
は
、原
則
と
し
て
月
曜
日
。

美
容
は
、
火
曜
日
お
よ
び
第
３
水
曜
日
。

※
事
前
に
各
理
容
・
美
容
店
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。�

２
　
寝
具
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス�

　
在
宅
で
ね
た
き
り
状
態
に
あ
る
高
齢
者

等
で
、
家
庭
に
お
い
て
布
団
等
を
干
す
こ

と
が
困
難
な
方
に
対
し
、
年
に
４
回
（
４

月
・
７
月
・
１０
月
・
１
月
）
寝
具
の
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。�

１
月
の
寝
具
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
は
、次

の
と
お
り
で
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

■日
１
月
２３
日
�
〜
２６
日
�
の
４
日
間
の
い

ず
れ
か
１
日（
実
施
日
は
後
日
連
絡
し
ま
す
）�

■対
①
６５
歳
以
上
の
常
時
臥
床（
ね
た
き
り
）状

態（
介
護
保
険
に
か
か
る
要
介
護
４
ま
た
は

要
介
護
５
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
、ま
た
は
、

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
で
こ
れ
に

相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
状
態
等
）に
あ
る
高

齢
者
②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
２
級
を

お
持
ち
の
重
度
身
体
障
害
者
の
う
ち
、家
庭

に
お
い
て
布
団
を
干
す
こ
と
が
困
難
な
方�

■内
掛
布
団
、敷
布
団
、毛
布
、か
い
ま
き（
夜

着
）の「
丸
洗
い
・
殺
菌
」で
、当
日
、委
託
業

者
が
ご
自
宅
へ
回
収
に
伺
い
、ク
リ
ー
ニ
ン

グ
後
お
届
け
し
ま
す
。�

■費
無
料�

■申
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
１
月
１５
日
�
ま
で
に
市
役
所
⑧
、

⑨
番
窓
口
へ
（
代
理
申
請
可
）
※
昨
年
１２

月
ま
で
に
１
年
分
申
請
さ
れ
た
方
は
、
今

回
申
し
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

枚
数
を
変
更
す
る
場
合
は
、
１
月
１５
日
�

ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。�

　
在
宅
福
祉
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
は
、
在

宅
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
で
す
。利
用
者
が
病
院

や
介
護
保
険
施
設
な
ど
に
入
院
・
入
所
さ
れ

た
場
合
は
、必
ず
高
齢
い
き
が
い
課
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。�

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ�

　
高
齢
い
き
が
い
課
（
�
○内
４
４
７
）、
障

害
福
祉
課
（
�
○内
４
２
８
）
の
ほ
か
、
次

の
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
で
も
申
し
込

み
が
で
き
ま
す
。�

☆
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー�

・
や
し
お
苑
（
�
９９８
・
８
８
８
３
）�

・
埼
玉
回
生
病
院
（
�
９９４
・
４
１
１
１
）�

・
や
し
お
寿
苑
（
�
９３０
・
５
２
０
０
）�

・
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
八
潮
（
�
９９４
・
５
５
６
２
）�

※
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、介
護
に

関
す
る
各
種
相
談
や
助
言
を
２４
時
間
体
制

で
対
応
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

■ ■ 母子健康手帳　■ �995-3381～3
備　考�対 象 者 �受 付 時 間 �実 施 日 �健　　診　　等�

◆２月のすこやかカレンダー◆�

◆３月のいきいきカレンダー◆�

場 保健センター（八潮8-10-1） 持 問 

当日受付 
満２カ月～未就学児  乳 幼 児 相 談 

す こ や か 相 談 

満５カ月～ 離 乳 食 教 室 

予 約 制 

満２カ月以上 午前１０時～午後３時 プ レ イ ル ー ム 

妊婦・先輩ママ 午後１時３０分～３時 

午後１時３０分～３時 

プ レ マ マ サ ロ ン 

2月・3月の各種相談（無料） �９９６-２１１１�

☆４カ月児健康診査・１歳６カ月児健康診査・３歳児健康診査および予防接種については、対象にな 
　りましたら個別通知します。不明な点については、保健センターまでお問い合わせください。 

７日（水） 

１５日（木） 

２３日（金） 

７日・１４日・２１日・２８日 
各水曜日 

お子さんの発育・発達やこと
ばの遅れ、夜尿、落ち着きが
ないなどの心配のある方 

午前１０時～１１時 

結核検診 

実 施 日  

受付時間  

対 象  ６５歳以上 

無　料 ５００円 ３００円 ３，４００円 ７００円 

胸部エック
ス線検査 

身長・体重
測定、血圧
測定、尿検
査、血液検
査、骨密度
測定（ただ
し、男性は
２０・２５・３０・
３５歳の節目
年齢の方） 

歯科医による
口腔内診査 

身長・体重測定、
血圧測定、尿検査、
血液検査、便潜血
反応検査、心電図
検査、 胸部・胃部
エックス線検査、
骨密度測定（ただ
し、男性は４０・４５
歳、以降５歳間隔
の節目年齢の方） 
必要により眼底検
査、喀痰検査 

①４０・４５・５０・５５・６０・６５・
７０歳の節目年齢の方（平
成１９年３月３１日現在） 
②過去に肝機能異常を
指摘されたことのある方、
広範な外科的処置を受
けた方や妊娠・分娩時に
多量に出血したことのあ
る方で定期的に肝機能
検査を受けていない方 
　なお、過去にＣ型肝炎
ウイルス検査を受けたこ
とのある方は、対象となり
ません。 
（内容）Ｃ型肝炎ウイルス
検査およびＢ型肝炎ウイ
ルス抗原検査 
※生活習慣病健康診査
受診時に実施。 
（肝炎ウイルス検診のみ
では受けられません） 

定員３０人 定員３０人 

２０歳～３９歳 ４０歳以上の方 ４０歳以上の方 

各日とも定員３０人 人 数  

費 用  

備 考  

①事業主、保険者が実施する検診の機会がある方は、対象となりません。 
②八潮市国民健康保険加入者は、喀痰検査を除く健康診査費用を八潮市国民健康保
険が負担します。 
③非課税世帯、生活保護世帯の方は、電話予約時の申し出で費用免除となります。 
④妊娠中の方は、エックス線検査は受けられません。 
⑤節目年齢以外の男性で骨密度測定を希望される方は、「骨粗しょう症検診」をお受けください。 

内 容  

３月４日（日） ３月６日（火） 

①午後１時～１時１５分 
②午後１時４５分～２時 

午後１時１５分 
　～１時３０分 

午前８時４０分～９時 

肝炎ウイルス検診 生活習慣病健康診査 ヘルシー 
チェック 

成人歯科 
健康診査 

■申１月１０日から電話で保健センター（�995-3381～3）へ（健診等の詳細は電話で確認を）�

※健診結果については、健康相談日に医師が説明します。 

健 診 日 ３月４日（日） ３月１３日（火） 

調　　　整　　　中 健康相談日 

保
健
セ
ン
タ
ー
へ
の
電
話
番
号
の
か
け
間
違
い
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。�

当日開放 

当日受付 

　
平
成
１８
年
分
の
所
得
税
還
付
申
告
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。�

　
ご
自
分
で
申
告
書
の
作
成
を
行
い
、
そ
の
場
で
提
出
で
き
ま

す
。�

　
必
要
な
書
類
を
持
参
の
う
え
、
該
当
す
る
相
談
会
に
、
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。�

次
の
方
で
還
付
申
告
と
な
る
方�

①
年
金
受
給
者
の
方�

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
医
療
費
控
除
の
適
用

を
受
け
る
方�

③
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
適
用
を
受
け
る
方�

④
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
年
末
調
整
が
済
ん
で

い
な
い
方�

※
土
地
等
の
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
は
、
越

谷
税
務
署
で
の
受
け
付
け
に
な
り
ま
す
。�

���

◇
公
的
年
金
等
を
申
告
す
る
場
合�

▼
平
成
１８
年
分
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
（
原
本
）�

▼
社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
料
な
ど
）

の
支
払
金
額
が
分
か
る
書
類
（
領
収
書

な
ど
）�

▼
生
命
保
険
お
よ
び
損
害
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
生
命
保
険
料
控
除
証
明

書
お
よ
び
損
害
保
険
料
控
除
証
明
書�

▼
申
告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
の
金
融
機

関
名
・
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
（
還

付
金
の
振
り
込
み
に
必
要
で
す
）�

▼
印
鑑
・
筆
記
用
具
・
計
算
機�

�

◇
医
療
費
控
除
の
場
合�

▼
平
成
１８
年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
）�

▼
平
成
１８
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領

収
書
（
事
前
に
病
院
別
に
集
計
を
出
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
）�

▼
支
払
っ
た
医
療
費
に
つ
い
て
、
健
康
保

険
組
合
な
ど
か
ら
給
付
を
受
け
た
配
偶

者
出
産
育
児
一
時
金
や
保
険
金
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が
分
か
る
書
類�

▼
申
告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
の
金
融
機

関
名
・
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
（
還

付
金
の
振
り
込
み
に
必
要
で
す
）�

▼
印
鑑
・
筆
記
用
具
・
計
算
機�

�

◇
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
場
合�

▼
平
成
１８
年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
）�

▼
住
民
票
の
写
し�

▼
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書�

▼
請
負
契
約
書
や
売
買
契
約
書
な
ど
、
家

屋
の
取
得
の
分
か
る
書
類
の
写
し�

▼
住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る
借
入
金
の
年

末
残
高
等
証
明
書�

▼
申
告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
の
金
融
機

関
名
・
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
（
還

付
金
の
振
り
込
み
に
必
要
で
す
）�

▼
印
鑑
・
筆
記
用
具
・
計
算
機�

※
増
改
築
な
ど
の
場
合
、
右
記
の
ほ
か
に

建
築
確
認
通
知
書
の
写
し
、
検
査
済
証

の
写
し
、
ま
た
は
建
築
士
か
ら
交
付
を

受
け
た
増
改
築
等
工
事
証
明
書
が
必
要

で
す
。�

※
敷
地
等
に
か
か
る
借
入
金
に
つ
い
て
適

用
を
受
け
る
場
合
は
、
右
記
の
ほ
か
に

敷
地
等
の
登
記
事
項
証
明
書
、
そ
の
敷

地
等
の
分
譲
に
か
か
る
売
買
契
約
書
等

の
書
類
の
写
し
が
必
要
で
す
。（
家
屋
の

取
得
等
に
か
か
る
借
入
金
の
年
末
残
高

が
あ
る
場
合
に
限
り
ま
す
）�

※
中
古
住
宅
を
購
入
さ
れ
た
方
に
つ
い
て

は
、
控
除
適
用
の
要
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
越
谷
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。�

�

◇
年
末
調
整
が
済
ん
で
な
い
場
合�

▼
平
成
１８
年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
）�

▼
社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
料
な
ど
）

の
支
払
金
額
が
分
か
る
書
類
（
領
収
書

な
ど
）�

▼
国
民
年
金
等
の
控
除
証
明
書�

▼
生
命
保
険
お
よ
び
損
害
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
生
命
保
険
料
控
除
証
明

書
お
よ
び
損
害
保
険
料
控
除
証
明
書�

▼
申
告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
の
金
融
機

関
名
・
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
（
還

付
金
の
振
り
込
み
に
必
要
で
す
）�

▼
印
鑑
・
筆
記
用
具
・
計
算
機�

�

所
得
税
還
付
申
告
相
談
会
日
程
表�

●
八
潮
メ
セ
ナ
会
場
（
２
階
集
会
室
）�

実
施
機
関
＝
越
谷
税
務
署
・
税
理
士
会�

●
越
谷
市
中
央
市
民
会
館
会
場�

■日
２
月
１
日
�
〜
１４
日
�
　
午
前
９
時
〜

１１
時
、
午
後
１
時
〜
３
時
３０
分
（
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
）�

�

税
理
士
事
務
所
に
お
け
る�

無
料
税
務
相
談
会�

�

　
関
東
信
越
税
理
士
会
越
谷
支
部
に
属
す

る
税
理
士
事
務
所
に
お
い
て
、
少
額
な
申

告
の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
作
成
を
無
料

で
行
い
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
税
理
士
事

務
所
、
ま
た
は
税
理
士
会
事
務
局
に
電
話

連
絡
の
う
え
、
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。�

■日
２
月
１
日
�
〜
１５
日
�
（
土
・
日
・
祝

日
を
除
く
）
※
必
ず
電
話
連
絡
を
し
て

く
だ
さ
い
。�

■場
税
理
士
事
務
所�

■対
①
公
的
年
金
等
を
受
け
て
い
る
方�

②
給
与
所
得
者
で
医
療
費
控
除
を
受
け

　
る
方�

③
年
の
途
中
で
退
職
し
た
方�

■費
無
料
（
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
有
料

に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）�

■問
関
東
信
越
税
理
士
会
越
谷
支
部
事
務
局�

�
９６２
・
６
１
３
１�

�

◆
確
定
申
告
に
関
す
る
各
種
情
報
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。�

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

http://www.nta.go.jp�

・
関
東
信
越
国
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

http://www.kantoshinetsu.nta.go.jp�
������

※
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
、広
報
や
し

お
２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

　ほとんどの方は、１月分から所得税が減り、その分６月分から住民税
が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税＋住
民税」の負担は基本的には変わりません。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
※夫婦＋子ども２人の場合、子どものうち１人が特定扶養親族に該当す
るものとして計算しています。�

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。�
※各モデルケースの住民税（年額）は、所得割に係るもので、このほか
均等割が課税されます。�

★実際の負担増減額には、平成１９年から定率減税が廃止される影響や収
入の状況、扶養家族数の増減等により影響があることにご留意ください。�

「何が変わるの？」�
　「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進め
て「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、今回の「税源
移譲（ぜいげんいじょう）」です。税源移譲では、所得税（国税）と住民
税（地方税）の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増
えることになります。およそ３兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。�

「どう変わるの？」�
　税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになります。
これにより、住民はより身近で、より良い行政サービスを受けられるよ
うになります。�

定率減税が廃止されます�
◎
税
源
移
譲
以
外
の
主
な
変
更�

　平成１１年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽
減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況
を踏まえて廃止されます。�
（所得税は平成１９年１月分、住民税は１９年６月分から）�

所得税と住民税（市民税市民税
県民税県民税）の税率税率が変わります！�所得税と住民税（市民税県民税）の税率が変わります！�
平成19年から�

確
定
申
告
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、�

越
谷
税
務
署
へ�

�
９６５
・
８
１
１
１�

開
催
日�

受
付
時
間�

相
談
内
容�

２月９日（金）�

午前９時３０分～１１時�
午後１時～３時�

２月８日（木）�２月７日（水）�２月６日（火）�

公的年金等の
受給者のみ（公
的年金等以外
の申告は受け
付けできません）�

・公的年金等の受給者�
・住宅借入金等特別控除を受ける方�
・医療費控除を受ける方�
・年末調整が済んでいない方�

税源移譲による負担変動（年額）�モデルケース�

独身者の場合�
給与�
収入�

300万円�

所得税� 住民税� 合　計�

124,000円� 64,500円�188,500円�

258,000円�163,000円�421,000円�

474,000円�307,000円�781,000円�

税源移譲前�

所得税� 住民税� 合　計�

62,000円�126,500円� 0円�

0円�

0円�

188,500円�

160,500円�260,500円�421,000円�

376,500円�404,500円�781,000円�

税源移譲後� 負担�
増減額�

500万円�

700万円�

夫婦＋子ども2人の場合�
給与�
収入�

300万円�

所得税� 住民税� 合　計�

0円� 9,000円� 9,000円�

119,000円� 76,000円�195,000円�

263,000円�196,000円�459,000円�

税源移譲前�

所得税� 住民税� 合　計�

0円� 9,000円� 0円�

0円�

0円�

9,000円�

59,500円�135,500円�195,000円�

165,500円�293,500円�459,000円�

税源移譲後� 負担�
増減額�

500万円�

700万円�
3段階の税率から、一律10％に�
（都道府県民税４％・市区町村民税６％）�

所得税�

住民税�

平成19年1月分から適用� 4段階の税率を6段階に細分化�
（所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないよう制度設計）�

平成19年6月分から適用�

所得税：平成19年1月分から廃止�
�
住民税：平成19年6月分から廃止�

平成18年� 平成19年以降�
所得税：平成18年1月分から�
　　　　税額の10％相当額を減額（12.5万円を限度）�
住民税：平成18年6月分から�
　　　　税額の7.5％相当額を減額（2万円を限度）�


